
令和６年９月定例会

教 育 警 察 常 任 委 員 会 説 明 資 料
（付託議案関係）

教育警察常任委員会

（ 警 察 本 部 ）



議案第１号（令和６年度熊本県一般会計補正予算（第２号））

（単位：千円）

期　間 限　度　額 期　間 限　度　額

令和７年度 735,355

　補正額277,531（補正後1,012,886－補正前735,355）

　○　多良木警察署庁舎設計委託　　　　　　　　      102,514
　○　八代警察署三楽Ａ・Ｂ宿舎改修工事の増額変更　　175,017

1,012,88610 令和７年度警察関係業務

事　　　項
補　正　後

説　　　　　明

債務負担行為補正

【　変　更　】

補　正　前
議案頁数
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報告第 ４ 号 

   専決処分の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分した事

件について、次のとおり報告する。 

  令和６年９月１１日提出 

熊本県知事 木 村 敬    

専第 ２３ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

次に掲げる日及び場所で発生した和解の相手方使用の車両等と熊本県警察職員が運転す

る公用車による交通事故に関し、和解の相手方と熊本県との間に次のとおり損害賠償の額

を決定し、和解することとする。 

  令和６年８月１５日専決 

熊本県知事 木 村 敬    

番

号 

発  生  日 

発 生 場 所 

和解 の相手 方 

相手方の車両等 
損害賠償の額 和解事項 

１ 

令和４年８月２日 

熊本市南区刈草地内 

 

個 人 

（車両所有者） 

普通乗用車 

９４９，２２９円 当事者双

方は、今後

本件に関し

て、裁判上

又は裁判外

において一

切の異議及

び請求の申

立てをしな

いこと。 

 

２ 

 

令和５年１２月７日 

熊本市西区二本木地内 

久光製薬株式会社 

福岡支店 

（車両所有者） 

普通乗用車 

４５，９５８円 

 

３ 

 

令和５年１２月１５日 

熊本市北区鶴羽田地内 

個 人 

（所有者） 

ブロック 

７４，８００円 

４ 

令和６年１月２３日 

熊本市西区花園地内 

株式会社 SYSKEN 

テクノ熊本支店 

（車両所有者）

（車両運転者） 

軽貨物車 

３６６，８１７円 
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番

号 

発  生  日 

発 生 場 所 

和解 の相手 方 

相手方の車両等 
和  解  事  項 

５ 

令和５年１２月１２日 

熊本市東区東町地内 

株式会社藤本内装 

（車両所有者） 

普通貨物車 

 

当事者双方は、今後本件に関して、

裁判上又は裁判外において一切の異

議及び請求の申立てをしないこと。 
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専決処分の報告について 警察本部

報告第 ４ 号

番号
和解及び損害賠償 過失割合、損害額及び過失相

事 故 の 状 況の相手方 殺後の賠償額

１ 個 人 県：相手方＝１００：０ 令和４年８月２日午前８時４５分頃、

（車両所有者） 熊本市南区刈草地内において、業務中の

県 ０円 熊本南警察署員運転の公用車が、交差点

相手方 ９４９，２２９円 で左方から進行する自転車に進路を譲る

ため後退する際、後方の安全不確認によ

９４９，２２９円 り、停止中の相手方車両に衝突したもの

２ 久光製薬株式会社 県：相手方＝１００：０ 令和５年１２月７日午前５時５０分

福岡支店 頃、熊本市西区二本木地内において、捜

（車両所有者） 県 ０円 査中の熊本中央警察署員運転の公用車

相手方 ４５，９５８円 が、駐車場から発進する際、右方の安全

不確認により、駐車中の相手方車両に衝

４５，９５８円 突したもの

３ 個 人 県：相手方＝１００：０ 令和５年１２月１５日午前７時１０分

（所有者） 頃、熊本市北区鶴羽田地内において、業

県 ５４，５７１円 務中の熊本北合志警察署員運転の公用車

相手方 ７４，８００円 が、交差点を左折する際、右前方の安全

不確認により、ブロックに衝突したもの

７４，８００円

４ 株式会社SYSKEN 県：相手方＝１００：０ 令和６年１月２３日午後２時１５分

テクノ熊本支店 頃、熊本市西区花園地内において、捜査

（車両所有者） 県 ９０，２８１円 中の熊本南警察署員運転の公用車が、道

（車両運転者） 相手方 ３６６，８１７円 路を直進する際、動静不注視により、停

車中の相手方車両に追突し、相手方が負

３６６，８１７円 傷したもの

５ 株式会社藤本内装 県：相手方＝３０：７０ 令和５年１２月１２日午後１時５５分

（車両所有者） 頃、熊本市東区東町地内において、業務

県 ９９，５８０円 中の熊本県警察本部機動捜査隊員運転の

相手方 １６５，１３２円 公用車が、駐車場を直進する際、動静不

注視により、駐車枠内から右折発進した

０円 相手方車両に衝突したもの
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報告第 ３１ 号 

     公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センターの経営状況を説明する書類の提出に

ついて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、公益財団

法人熊本県暴力追放運動推進センターの令和５年度決算に関する書類及び令和６年度事業

計画に関する書類を別冊のとおり提出する。 

  令和６年９月１１日提出 

                                                  熊本県知事 木 村 敬 
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公益財団法人熊本県暴力追放運動推進センターの 警察本部件 名
経営状況を説明する書類の提出について 組織犯罪対策課

１ 設立目的
暴力のない明るく住みよい熊本県の実現に寄与することを目的に設立。
暴力団排除のための広報・啓発、暴力相談への対応、暴力団離脱者に対する社会復

帰支援等を実施。

２ 令和５年度決算額
①

収 入 ３６,６２４,３５１円 事業活動収入内訳
補助金1,341万円Ⓐ、賛助会1,154万円

事業活動収入 ３６,６２４,３５１円 財産利息819万1,238円、講習受託146万2,400円
投資活動収入 ０円 寄付金190万円、助成金12万円
財務活動収入 ０円 特定資産利息634円、雑収入79円

支 出 ３６,６３６,９２８円 ②
事業活動支出内訳

事業活動支出 ３６,２７８,５６８円 （事業費2,624万5,266円、管理費1,003万3,302円）
投資活動支出 ３５８,３６０円 投資活動支出内訳
財務活動支出 ０円 退職給付引当10万8,360円

車両購入積立25万円

収支差額 △１２,５７７円・・・③(①－②)

３ 令和６年度事業計画
暴力団を許さない県民意識の高揚」、「暴力団等による不当な行為からの被害防止」

を事業の基本とし、
○ 相談活動事業、暴力団離脱者更正促進事業等の『犯罪被害者救済事業』
○ 広報啓発事業、暴力団排除組織・団体等への支援事業等の『犯罪被害防止事業』
を実施。

４ 令和６年度予算額

収 入 ４７,９９２,４００円 ④
事業活動収入内訳

事業活動収入 ４１,４９２,４００円 補助金1,841万円（訴訟費用含む）Ⓐ、賛助金1,150万円
投資活動収入 ６,５００,０００円 基本財産利息820万円、寄付金190万円
財務活動収入 ０円 講習受託事業146万2,400円

特定資産利息1万円、受取利息1万円
投資活動収入内訳
貸付原資資産取崩400万円Ⓑ
不足金補てん積立250万円Ⓒ

支 出 ４７,９９２,４００円 ⑤
事業活動支出内訳

事業活動支出 ４７,７４２,４００円 （事業費3,679万3,552円、管理費1,094万8,848円）
投資活動支出 ２５０,０００円 投資活動支出内訳
財務活動支出 ０円 （車両購入積立25万円 ）

収支差額 ０円・・・⑥（④－⑤）

※ 令和５年度の決算額と令和６年度の予算額に約１，１５０万円の差が生じている項目は、
Ⓐ 暴力団事務所使用差止等請求費 500万円
Ⓑ 貸付原資資産取崩 400万円
Ⓒ 不足金補てん積立取崩 250万円

である。Ⓐは、事務所使用差し止めのために民間人から訴訟委託を受けた際の費用であり、熊
本県からの補助金に充当（予備費等対応）するもので、執行がなければ決算で減額補正する。
Ⓑは、暴力団を被告とする民事訴訟を提案する案件があり、その費用を貸し付ける予定である
ため、貸付金として積み立てていた分を取り崩したもので、訴訟後に返済がなされて収入とし
て補てんされる予定である。Ⓒは、県補助金等の収入を得るまでの一定期間の収入のために積
み立てていた分を取り崩したもので、補助金等の収入を得た後減額補正される。
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